
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
二
号
　
　
令
和
五
年
七
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
七
九

山
梨
県
公
報

第
三
百
九
十
二
号

令
和
五
年

七
月
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定	

四
七
九

公

告

○
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況	

四
七
九

○
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況	

四
八
〇

○
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表	

四
八
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
八
二

そ

の

他

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
（
二
件
）	

四
八
二

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
七
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
五
年
六
月
三
十
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
字
山
ノ
神
七
百
四
十
二
番
七

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

三
十
三
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

公　
　
　

告

◉　

行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
行
政
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

令
和
五
年
七
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

行
政
文
書
の
開
示
の
状
況

開
示
請
求

九
八
〇
件

開
示
決
定

合
計

八
八
二
件

全
部
開
示
決
定

二
一
九
件

一
部
開
示
決
定

六
六
三
件

不
開
示
決
定

六
二
件

取
下
げ

三
六
件

審
査
請
求

一
件

審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決

二
件

二　

実
施
機
関
別
の
請
求
の
状
況

知
事

八
四
四
件

議
会

二
〇
件

教
育
委
員
会

六
〇
件

選
挙
管
理
委
員
会

七
件

人
事
委
員
会

一
〇
件

監
査
委
員

三
件

公
営
企
業
管
理
者

五
件

警
察
本
部
長

二
八
件

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

一
件

道
路
公
社

二
件



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
二
号
　
　
令
和
五
年
七
月
六
日

四
八
〇

◉　

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
七
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
令
和
四
年
度
の
決
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
二
十
八
日

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長　
　

堀　
　

内　
　
　
　
　

茂

知
事

一
九
九
件

教
育
委
員
会

三
、
九
四
六
件

人
事
委
員
会

三
〇
七
件

警
察
本
部
長

一
、
八
一
三
件

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

一
〇
八
件

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学

一
一
件

◉　

個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

山
梨
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
）
附
則
第

三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
例
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
個
人
情
報
保
護

条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
令
和
四
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
施
行
状
況
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
七
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

山
梨
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
状
況

個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
の
件
数

一
、
一
六
一
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
件
数

六
、
三
九
二
件

開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
処
理
状
況

六
、
三
九
二
件

審
査
請
求
の
件
数

三
件

審
査
請
求
の
処
理
状
況

三
件

二　

実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
の
状
況

知
事

八
四
四
件

議
会

二
〇
件

教
育
委
員
会

六
〇
件

選
挙
管
理
委
員
会

七
件

人
事
委
員
会

一
〇
件

監
査
委
員

三
件

公
営
企
業
管
理
者

五
件

警
察
本
部
長

二
八
件

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

一
件

道
路
公
社

二
件

知
事

一
九
九
件

教
育
委
員
会

三
、
九
四
六
件

人
事
委
員
会

三
〇
七
件

警
察
本
部
長

一
、
八
一
三
件

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

一
〇
八
件

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学

一
一
件



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
二
号
　
　
令
和
五
年
七
月
六
日

四
八
一



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
九
十
二
号
　
　
令
和
五
年
七
月
六
日

四
八
二

◉　

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
二
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

令
和
五
年
七
月
六
日雁

坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長　
　

保　
　

坂　
　

和　
　

仁

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

工
事
名　

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
照
明
更
新
工
事

2　

工
事
場
所　

山
梨
県
山
梨
市
三
富
川
浦
地
内

3　

工
事
概
要　

○
ト
ン
ネ
ル
照
明
器
具
設
置　

N
＝
七
十
台

　
　
　
　
　

○
既
設
ト
ン
ネ
ル
照
明
器
具
撤
去　

一
式

　
　
　
　
　

○
複
合
ケ
ー
ブ
ル
配
線　

一
式

4　

工
期　

令
和
五
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で

5　

予
定
価
格　

九
千
八
百
九
十
万
一
千
円
（
税
込
み
）

二　

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間　

令
和
五
年
七
月
十
三
日
（
木
）
か
ら
七
月
二
十
日
（
木
）
ま

で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除

く
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

三　

そ
の
他　

詳
細
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://tollgate.securesite.jp/w
p/road/karisakatollgate/

）
に
お
い
て
配
布
す
る
一
般
競

争
入
札
公
告
、
設
計
図
書
等
に
よ
る
。

◉　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
七
月
六
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
字
南
大
道
端
三
百
二

十
二
番
三
の
一
部
の
区
域

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
三
百
二
十
二
番
地

一　

株
式
会
社
高
村
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店　

代
表
取
締
役　

高
村　

慎
二
郎

そ　

の　

他

◉　

山
梨
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。

令
和
五
年
七
月
六
日雁

坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
長　
　

保　
　

坂　
　

和　
　

仁

一　

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

1　

工
事
名　

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
補
修
工
事

2　

工
事
場
所　

山
梨
県
山
梨
市
三
富
川
浦
地
内
外

3　

工
事
概
要

・
ひ
び
割
れ
補
修　

L
＝
二
十
・
六
m

・
F
R
P
メ
ッ
シ
ュ　

A
＝
五
・
五
㎡

・
断
面
修
復
（
左
官
工
法
）　

A
＝
〇
・
四
四
㎡

・
連
続
繊
維
シ
ー
ト
補
強　

A
＝
一
九
九
㎡

・
裏
込
注
入　

V
＝
七
・
七
㎥

4　

工
期　

令
和
五
年
八
月
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で

5　

予
定
価
格　

四
千
五
百
三
万
四
千
円
（
税
込
み
）

二　

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
期
間　

令
和
五
年
七
月
十
三
日
（
木
）
か
ら
七
月
二
十
日
（
木
）
ま

で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除

く
日
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
最
終
日
は
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
と
す
る
。

三　

そ
の
他　

詳
細
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
管
理
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://tollgate.securesite.jp/w
p/road/karisakatollgate/

）
に
お
い
て
配
布
す
る
一
般
競

争
入
札
公
告
、
設
計
図
書
等
に
よ
る
。


